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令和６年３月２１日

大田区介護保険課

居宅療養管理指導
※医療系サービスは令和６年６月１日施行です。



居宅療養管理指導

１ 患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進について（予）

２ 身体的拘束等の適正化の推進について（予）

３ 管理栄養士及び歯科衛生士等の通所サービス利用者に対する介入の充実について（予）

４ がん末期の者に対する歯科衛生士等の介入の充実について（予）

５ 管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し（予）

６ 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し（予）

７ 特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス
提供加算の対象地域の明確化（予）

８ 特別地域加算の対象地域の見直しについて（予）（資料無し）

９ 高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長（予）

10 基本報酬



患者の状態に応じた
在宅薬学管理の推進

薬剤師が行う居宅療養管理指導につい
て、在宅患者に対して適切な薬物療法を
提供する観点から、見直しを行う。

ア 医療用麻薬持続注射療法加算

２５０単位／回（新設）

イ 在宅中心静脈栄養法加算

１５０単位／回（新設）

ウ 注射による麻薬の投与を受けている
者に対する算定限度回数を、１週に２回、
かつ、１月に８回を限度として算定可能
とする。（変更）

〇在宅で利用用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、
副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行っ
た場合に、１回につき250単位を所定単位数に加算する。

〇麻薬及び向精神薬取締法第３条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定
による高度管理医療機器の販売の許可を受けていること。

〇在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の
有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、１回につき150単位を所定単
位数に加算する。
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定
による高度管理医療機器の販売の許可を受けている又は、同法第39条の3第1項の規定によ
る管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

在宅の利用者であって通院が困難な者に対して、薬局の薬剤師が、医師又は歯科医師の指
示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、当該利用者を訪問し、薬
学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定に等に必要な情報
提供を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数
を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、以下の者に対して、当該利用者を訪問し、
薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単
位数を算定する。

ア 医療用麻薬持続注射療法加算

イ 在宅中心静脈栄養法加算

ウ 終末期におけるがん以外の在宅患者への薬学管理

①末期の悪性腫瘍の者 ②中心静脈栄養を受けている者 ③注射による栄養の投与を受けている者

※疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、
必要な薬学的管理指導を行っている場合に算定する加算（100単位）との併算定は不可。



身体的拘束等の適正化の推進

〇身体的拘束等の適正化

利用者又は他の利用者等の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合
を除き、身体的拘束等を行ってはならな
い。

身体的拘束等の適正化

 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する
ため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、その態様
及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由を記録しなければならない。

居宅療養管理指導



管理栄養士及び歯科衛生士等の
通所サービス利用者に対する介入の充実

 算定要件等

〇管理栄養士が行う場合

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、（中略）１月に２回を限度として、所定単位数を算定

する。

〇歯科衛生士等が行う場合

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、

（中略）１月に４回を限度として、所定単位数を算定する。

居宅療養管理指導費について、通所
サービス利用者に対する管理栄養士によ
る栄養食事指導及び歯科衛生士等による
歯科衛生指導を充実させる観点から、算
定対象を「通院又は通所が困難な者」か
ら「通院が困難な者」に見直す。

居宅療養管理指導



がん末期の者に対する
歯科衛生士等の介入の充実

 算定要件等

居宅療養管理指導について、全身状態
の悪化とともに口腔衛生管理の頻度が増
加する終末期がん患者の歯科衛生士等に
よる歯科衛生指導を充実させる観点から、
終末期がん患者の利用者について居宅療
養管理指導（歯科衛生士等が行う場合）
の算定回数上限を緩和する。

利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に
基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に同
一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者の
うち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、
同一月に指定居宅療養管理指導を行っている者をいう。）
の人数に従い、1月に４回（がん末期の利用者については、
１月に6回）を限度として、所定単位数を算定する。

居宅療養管理指導



管理栄養士による
居宅療養管理指導の算定回数の見直し

 算定要件（追加内容）

終末期等における、きめ細やかな栄
養管理等のニーズに応じる観点から、
一時的に頻回の介入が必要と医師が判
断した利用者について、期間を設定し
たうえで追加訪問することを可能とす
る見直しを行う。

・計画的な医学的管理を行っている医師が、利用者の急性増悪等によ
り一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行う。

・利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行う。
・特別の指示に基づく管理栄養士による居宅療養管理指導は、その指
示の日から30日間に限り、従来の居宅療養管理指導の限度回数（1月
に2回）を超えて、２回を限度として行うことができる。

居宅療養管理指導



薬剤師による情報通信機器を用いた
服薬指導の評価の見直し

 算定要件

【現行】

〇診療報酬における在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に
伴い、処方箋が交付された利用者であること。

➡ 削除

〇指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハ
（２）を月に1回算定していること。

➡ 削除

 単位数

情報通信機器を用いた場合 ➡ ４６単位／回（月４回まで）

（変更前 45単位/回、月１回まで）

オンライン服薬指導に係る医薬品医療機
器等法のルールの見直しを踏まえ、薬剤師
による情報通信機器を用いた居宅療養管理
指導について、以下の見直しを行う。

ア 初回から情報通信機器を用いた居宅療
養管理指導の算定を可能とする。

イ 訪問診療において交付された処方箋以
外の処方箋に係る情報通信機器を用いた居
宅療養管理指導についても算定を可能とす
る。

ウ 居宅療養管理指導の上限である月4回ま
で算定可能とする。

居宅療養管理指導



特別地域加算
中山間地域等の小規模事業所加算
中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の地域の明確化

R6.1.22 厚生労働省介護給付費分科会資料より 居宅療養管理指導



高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の
策定等に係る経過措置期間の延長

居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に
関する更なる周知の必要性を踏まえ、令和６年３月３１日までとされている以下の義務付
けに係る経過期間を３年間延長する。

ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置

イ 業務継続計画の策定等

居宅療養管理指導



居宅療養管理指導 基本報酬①

区分 現行 ➡ 改定後

居宅療養管理指導（Ⅰ）
（Ⅱ以外の場合に算定）

単一建物居住者が１人 ５１４単位 ➡ ５１５単位

単一建物居住者が２～９人 ４８６単位 ➡ ４８７単位

単一建物居住者が１０人以上 ４４５単位 ➡ ４４６単位

居宅療養管理指導（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料等を
算定する利用者）

単一建物居住者が１人 ２９８単位 ➡ ２９９単位

単一建物居住者が２～９人 ２８６単位 ➡ ２８７単位

単一建物居住者が１０人以上 ２５９単位 ➡ ２６０単位

▶ 医師が行う場合

居宅療養管理指導



居宅療養管理指導 基本報酬②

区分 現行 ➡ 改定後

歯科医師が行う場合 単一建物居住者が１人 ５１６単位 ➡ ５１７単位

単一建物居住者が２～９人 ４８６単位 ➡ ４８７単位

単一建物居住者が１０人以上 ４４０単位 ➡ ４４１単位

▶ 歯科医師が行う場合

居宅療養管理指導



居宅療養管理指導 基本報酬③

区分 現行 ➡ 改定後

病院又は診療所の薬剤師 単一建物居住者が１人 ５６５単位 ➡ ５６６単位

単一建物居住者が２～９人 ４１６単位 ➡ ４１７単位

単一建物居住者が１０人以上 ３７９単位 ➡ ３８０単位

薬局の薬剤師 単一建物居住者が１人 ５１７単位 ➡ ５１８単位

単一建物居住者が２～９人 ３７８単位 ➡ ３７９単位

単一建物居住者が１０人以上 ３４１単位 ➡ ３４２単位

情報通信機器を用いて行う場合 ４５単位 ➡ ４６単位

▶ 薬剤師が行う場合

居宅療養管理指導



居宅療養管理指導 基本報酬④

区分 現行 ➡ 改定後

当該事業所の管理栄養士 単一建物居住者が１人 ５４４単位 ➡ ５４５単位

単一建物居住者が２～９人 ４８６単位 ➡ ４８７単位

単一建物居住者が１０人以上 ４４３単位 ➡ ４４４単位

当該事業所以外の管理栄養士 単一建物居住者が１人 ５２４単位 ➡ ５２５単位

単一建物居住者が２～９人 ４６６単位 ➡ ４６７単位

単一建物居住者が１０人以上 ４２３単位 ➡ ４２４単位

▶ 管理栄養士が行う場合

居宅療養管理指導



居宅療養管理指導 基本報酬⑤

区分 現行 ➡ 改定後

歯科衛生士が行う場合 単一建物居住者が１人 ３６１単位 ➡ ３６２単位

単一建物居住者が２～９人 ３２５単位 ➡ ３２６単位

単一建物居住者が１０人以上 ２９４単位 ➡ ２９５単位

▶ 歯科衛生士行う場合

居宅療養管理指導


